
（19） （18）

平

成

31　
・

32　
年

度

入
札
参
加
資
格
審
査
申
請
の
受
付

　

平
成
31
・
32
年
度
の
幸
手
市（
水
道

事
業
を
含
む
）
競
争
入
札
に
参
加
を
希

望
す
る
業
者
の
入
札
参
加
資
格
審
査
申

請
の
受
付
を
次
の
と
お
り
行
い
ま
す
。

対
象
業
種　

「
維
持
管
理
等
」、
「
物
品

　

供
給
等
」

有
効
期
間　

平
成
31
年
４
月
１
日
～
平

　

成
33
年
３
月
31
日

受
付
期
間　

平
成
31
年
１
月
15
日（
火
）

　

か
ら
31
日（
木
）ま
で
で
、
郵
送
受
付

　

の
み

※
申
請
書
類
な
ど
の
詳
細
に
つ
い
て
は
、

　

市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ（
契
約
管
財
課
）を

　

ご
参
照
く
だ
さ
い
。

問
合
せ　

契
約
管
財
課　

内
線
２
６
３

固
定
資
産
（
土
地
・
家
屋
）
の
届
出

　

平
成
31
年
度
の
固
定
資
産
税
は
、
平

成
31
年
１
月
１
日
現
在
の
状
況
を
基
に

課
税
し
ま
す
。
平
成
30
年
12
月
末
日
ま

で
に
つ
ぎ
の
よ
う
な
土
地
・
家
屋
の
異

動
が
あ
る
人
は
、
届
出
な
ど
が
必
要
な

場
合
が
あ
り
ま
す
の
で
、
ご
連
絡
く
だ

さ
い
。

○
土
地
の
利
用
状
況
が
変
わ
っ
た（
畑

　

を
駐
車
場
に
し
た
場
合
な
ど
）

○
家
屋（
居
宅
、物
置
、車
庫
、サ
ン
ル
ー

　

ム
な
ど
）
を
新
築
、
増
築
ま
た
は
取

　

り
壊
し
た

問
合
せ　

税
務
課　

内
線
１
３
７
・


今

月

の

納

税

な

ど

固
定
資
産
税　
　
　
　
　
　
　

第
３
期

国
民
健
康
保
険
税　
　
　
　
　

第
６
期

介
護
保
険
料　
　
　
　
　
　
　

第
６
期

後
期
高
齢
者
医
療
保
険
料　
　

第
６
期

※
口
座
振
替
を
ご
利
用
の
人
は
、
残
高

不
足
な
ど
に
ご
注
意
く
だ
さ
い
。

▼
休
日
納
税
相
談

と
き　

12
月
23
日（
日
・
祝
）午
前
８
時
30
分
～

　

午
後
５
時
（
正
午
～
午
後
１
時
を
除
く
）

と
こ
ろ　

納
税
課

▼
夜
間
納
税
相
談

と
き　

12
月
10
日（
月
）午
後
５
時
15
分
～

　

９
時

と
こ
ろ　

納
税
課

最
終
日
曜
日
市
役
所
開
庁

　

各
種
証
明
書
の
交
付
や
納
税
相
談
な

ど
を
行
う
た
め
、
毎
月
最
終
日
曜
日
午

前
８
時
30
分
～
午
後
５
時
（
正
午
～
午

後
１
時
を
除
く
）、
市
役
所
の
一
部
を

開
庁
し
ま
す
。
12
月
は
23
日（
日
）で
す
。

開
庁
窓
口　

市
民
課
、
保
険
年
金
課
、

税
務
課
、
納
税
課

※
詳
細
に
つ
い
て
は
、
各
担
当
課
へ

上
下
水
道
料
金
納
入
の
た
め

夜

間

窓

口

開

庁

　

毎
月
、
夜
間（
午
後
８
時
ま
で
）に
上

下
水
道
料
金
を
納
入
で
き
る
よ
う
第
２

浄
水
場
を
開
庁
し
て
い
ま
す
。
12
月
は

27
日（
木
）で
す
。
ご
利
用
く
だ
さ
い
。

問
合
せ　

水
道
管
理
課
☎（
48
）０
０
５   

　

０
・

（
48
）０
１
２
０

　

（
43
）１
１
２
５

教
育
委
員
会
の
事
務
に
関
す
る

点
検
・
評
価
報
告
書

　

市
教
育
委
員
会
で
は
、
所
管
す
る
事

務
の
管
理
お
よ
び
執
行
状
況
に
つ
い

て
、
点
検
・
評
価
結
果
を
ま
と
め
た
報

告
書
を
作
成
し
ま
し
た
。

※
総
務
課（
市
役
所
第
二
庁
舎
２
階
）、

　

市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
で
閲
覧
で
き
ま
す
。

問
合
せ　

総
務
課　

内
線
６
２
２
・


　

（
43
）３
１
８
８

社
会
福
祉
課
か
ら
お
知
ら
せ

▼
さ
く
ら
の
里
・
な
の
は
な
の
里

　

利
用
者
募
集

　

「
さ
く
ら
の
里
」
で
は
、
障
が
い
の
あ

る
人
に
、
就
労
に
関
す
る
知
識
や
能
力

の
向
上
に
必
要
な
訓
練
を
行
い
、「
な
の

は
な
の
里
」で
は
、
生
活
の
介
護
や
創
作

的
活
動
の
機
会
を
提
供
し
て
い
ま
す
。

　

詳
し
く
は
、
社
会
福
祉
課
に
お
問
い

合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

▼
重
度
心
身
障
害
者
医
療
費

助
成
制
度
へ
の
所
得
制
限
の
導
入

　

重
度
心
身
障
害
者
医
療
費
助
成
制
度

は
、
重
度
心
身
障
害
者
に
医
療
費
を
助

成
す
る
こ
と
に
よ
り
、
経
済
的
負
担
を

軽
減
し
、
必
要
な
医
療
を
受
け
ら
れ
る

よ
う
に
す
る
制
度
で
す
。

　

平
成
31
年
１
月
１
日
か
ら
、
新
た
に

障
害
者
手
帳
の
交
付
を
受
け
こ
の
制
度

の
対
象
と
な
る
人
に
は
、
所
得
制
限
を

高

齢

者

健

診

お

済

み

で

す

か
？

　

後
期
高
齢
者
医
療
被
保
険
者
を
対
象

に
、
平
成
31
年
２
月
末
日
ま
で
、
無
料

の
高
齢
者
健
診
を
実
施
し
て
い
ま
す
。

　

受
診
さ
れ
る
人
は
、
指
定
医
療
機
関

（
11
月
郵
送
の
案
内
は
が
き
に
記
載
）へ

直
接
予
約
し
て
く
だ
さ
い
。

　

生
活
習
慣
病
の
予
防
、
疾
病
の
早
期

発
見
、
健
康
管
理
の
た
め
に
も
、
こ
の

機
会
に
受
診
し
ま
し
ょ
う
。

問
合
せ　

保
険
年
金
課　

内
線
１
４
７
・

　
（
43
）１
１
２
５

導
入
し
ま
す
。
所
得
制
限
基
準
額
内
で

あ
れ
ば
、
医
療
費
の
助
成
が
受
け
ら
れ

ま
す
が
、
基
準
額
を
超
過
し
て
い
る
場

合
は
助
成
の
対
象
外
と
な
り
ま
す
。

※
す
で
に
こ
の
制
度
を
利
用
し
て
い
る

　

人
に
は
、
２
０
２
２
年
10
月
１
日
か

　

ら
導
入
し
ま
す
。

　

詳
し
く
は
、
社
会
福
祉
課
に
お
問
い

合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

問
合
せ　

社
会
福
祉
課
☎（
42
）８
４
３

　

５
・
（
43
）５
６
０
０

飲
食
店
経
営
の
み
な
さ
ん
へ

　

平
成
31
年
10
月
1
日
か
ら
火
を
使
用

す
る
す
べ
て
の
飲
食
店
に
消
火
器
の
設

置
が
必
要
と
な
り
ま
す
。

　

平
成
28
年
12
月
に
発
生
し
た
、
新
潟

県
糸
魚
川
市
の
火
災
を
受
け
、
消
防
法

施
行
令
な
ど
が
改
正
さ
れ
「
火
を
使
用

す
る
設
備
ま
た
は
器
具
を
設
け
た
飲
食

店
な
ど
」に
お
い
て
は
、
原
則
と
し
て
、

延
べ
面
積
に
関
わ
ら
ず
消
火
器（
10
型

の
粉
末
消
火
器
）
を
設
置
す
る
こ
と
が

義
務
付
け
ら
れ
ま
し
た
。

　

消
防
署
で
は
市
内
の
飲
食
店
な
ど
に

つ
い
て
、
実
態
把
握
調
査
を
行
う
予
定

で
お
り
ま
す
の
で
、
飲
食
店
を
経
営
さ

れ
て
い
る
み
な
さ
ん
の
ご
理
解
ご
協
力

を
お
願
い
し
ま
す
。

問
合
せ　

埼
玉
東
部
消
防
組
合
消
防
局

　

☎（
21
）１
０
１
４

☎

■
10
月
の
幸
手
市
内
の
消
防
出
動
件
数
／
救
急
車
出
動
件
数
２
２
１
件（
急
病
１
３
０
件
、
交
通
事
故
29
件
、
そ
の
ほ
か
62
件
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
火
災
発
生
件
数
１
件

　
火
災
と
救
急
は
１
１
９
番〔
火
災
発
生
時
の
お
問
い
合
わ
せ
は
☎（
42
）９
１
１
９（
幸
手
消
防
署
）〕

行
政
書
士
無
料
相
談
会

と
き　

12
月
18
日（
火
）
午
後
１
時
30

　

分
～
４
時

と
こ
ろ　

市
役
所
第
二
庁
舎
２
階
第
２

　

会
議
室

内
容　

相
続
、
遺
言
、
生
前
贈
与
、
金

　

銭
貸
借
な
ど
の
問
題
、
会
社
設
立
、

　

農
地
転
用
、
交
通
事
故
示
談
、
外
国

　

人
に
関
す
る
手
続
き
な
ど

問
合
せ　

埼
玉
県
行
政
書
士
会
春
日
部

　

支
部
☎
０
４
８（
８
１
２
）５
０
９
２

司
法
書
士
・
土
地
家
屋
調
査
士

合

同

登

記

相

談

会

と
き　

12
月
20
日（
木
）午
後
１
時
～
４
時

と
こ
ろ　

市
役
所
第
二
庁
舎
２
階
第
２

　

会
議
室

内
容　

遺
産
分
割
、
遺
言
、
相
続
、
分

　

筆
、
地
目
変
更
な
ど

定
員　

９
人（
先
着
順
）

問
合
せ　

埼
玉
司
法
書
士
会
埼
葛
支
部

　

☎（
25
）１
２
７
１
、
埼
玉
土
地
家
屋

　

調
査
士
会
埼
葛
支
部
☎（
40
）１
５
５
１

不
動
産
無
料
相
談
室

と
き　

12
月
４
日（
火
）午
後
１
時
～
４
時

※
１
月
は
お
休
み
し
ま
す
。

と
こ
ろ　

市
役
所
第
二
庁
舎
１
階
第
５

　

会
議
室　

内
容　

不
動
産
取
引
に
つ
い
て
の
困
り

　

ご
と
、
分
か
ら
な
い
こ
と
な
ど

※
建
築
指
導
課（
内
線
５
７
２
）で
も
問

問
合
せ　

建
築
指
導
課　

内
線
５
７
２
・

　

（
43
）７
６
５
６

運
転
免
許
証
を
自
主
返
納
し
た

高
齢
者
に
タ
ク
シ
ー
券

　

高
齢
者
の
交
通
事
故
防
止
の
た
め
、

運
転
免
許
証
を
自
主
返
納
し
た
満
70
歳

以
上
の
人
に
対
し
、
平
成
31
年
1
月
4

日（
金
）か
ら
市
内
タ
ク
シ
ー
事
業
者
で

利
用
で
き
る
タ
ク
シ
ー
券（
初
乗
運
賃

相
当
額
10
枚
分
）を
交
付
い
た
し
ま
す
。

対
象
（
全
て
に
該
当
す
る
人
）

・
市
内
に
居
住
し
、
住
民
登
録
さ
れ
て

　

い
る
人

・
平
成
31
年
１
月
１
日
以
降
に
運
転
免

　

許
証
を
自
主
返
納
し
た
人

・
運
転
免
許
証
を
自
主
返
納
し
た
時
点

　

で
、
満
70
歳
以
上
の
人

申
請
に
必
要
な
も
の

・
警
察
署
で
発
行
の
「
申
請
に
よ
る
運

　

転
免
許
の
取
消
通
知
書
の
写
し
」
ま

　

た
は
「
運
転
経
歴
証
明
書
の
写
し
」

・
印
鑑

・
代
理
人
申
請
の
場
合
、
上
記
に
加
え

　

委
任
状
お
よ
び
代
理
人
の
本
人
確
認

　

が
で
き
る
も
の

【
注
意
】対
象
に
な
ら
な
い
人

・
平
成
30
年
12
月
31
日
以
前
に
運
転
免

　

許
証
を
自
主
返
納
し
た
人

・
有
効
期
限
が
切
れ
た
こ
と
な
ど
に
よ

　

り
運
転
免
許
を
失
効
し
た
人

問
合
せ　

危
機
管
理
防
災
課　

内
線
５

　

８
２
・
５
８
３

　

合
せ
を
お
受
け
し
ま
す
。

問
合
せ　

（
公
社
）埼
玉
県
宅
地
建
物
取

　

引
業
協
会
埼
葛
支
部
☎（
31
）１
１
５
７

建

築

無

料

相

談

室

と
き　

12
月
４
日（
火
）午
後
１
時
～
４
時

※
１
月
は
お
休
み
し
ま
す
。

と
こ
ろ　

市
役
所
第
二
庁
舎
１
階
第
５

　

会
議
室　
　

内
容　

建
築
物
の
新
築
・
増
築
・
改
築
・

　

リ
フ
ォ
ー
ム
・
耐
震
相
談
な
ど　

※
建
築
指
導
課（
内
線
５
７
２
）で
も
問

　

合
せ
を
お
受
け
し
ま
す
。

問
合
せ　

建
設
埼
玉
埼
葛
地
区
本
部
☎

　
（
34
）３
３
３
５
、
埼
玉
土
建
久
喜
幸

　

手
支
部
☎（
59
）３
８
１
２
、（
一
社
）

　

埼
玉
建
築
士
会
杉
戸
支
部
・
幸
手
部

　

会
☎（
48
）０
８
７
５

木
造
住
宅
耐
震
補
助

　

昭
和
56
年
５
月
31
日
以
前
に
建
築
確

認
を
取
得
し
建
築
し
た
木
造
一
戸
建
て

の
住
宅
な
ど
の
耐
震
診
断
や
耐
震
改
修

工
事
を
対
象
に
補
助
を
行
い
ま
す
。

補
助
額

・
耐
震
診
断
に
要
し
た
費
用
の
１
／
２

　

で
最
高
で
５
万
円

・
耐
震
改
修
工
事
に
要
し
た
費
用
の

　

１
／
２
で
最
高
で
20
万
円

※
市
内
の
設
計
業
者
・
施
工
業
者
に
発

　

注
す
る
も
の
が
対
象
で
す
。

　

詳
し
く
は
、
建
築
指
導
課
に
お
問
い

合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

社会保険料控除の所得申告参考資料の郵送

　平成 30 年中に納付した国民健康保険税、65 歳以上の

介護保険料、後期高齢者医療保険料は、平成 30 年分の

所得税確定申告、市・県民税の所得申告の際に、「社会保

険料控除」の対象となります。平成 31年１月下旬に「所得

申告参考資料」を郵送しますので、ご利用ください。

　なお、65歳以上の人は、普通徴収（納付書・口座振替に

よる納付）の人にのみ郵送します。特別徴収（年金天引きに

よる納付）の人は、平成31年１月下旬に日本年金機構など

から郵送される「公的年金の源泉徴収票」をご利用ください。

問合せ　〇国民健康保険税について

　　　　　納税課☎（43)1111 内線 152・（43)1125

　　　　〇介護保険料について

　　　　　介護福祉課☎（42)8444・（43)5600

　　　　〇後期高齢者医療保険料について

　　　　　保険年金課☎（43)1111 内線 147・（43)1125

　　　　※公的年金の源泉徴収票について

　　　　　ねんきんダイヤル☎ 0570（05)1165

障害者控除対象者認定書の交付

　要介護認定を受けている人は、申請をするこ

とで「障害者控除対象者認定書」の交付を受ける

ことができます。この認定書は、所得税確定申

告、市・県民税の所得申告の際に、本人または

その扶養者の申告資料としてご利用ください。

受　付　平成 31 年 1 月 4 日（金）から

対　象　65歳以上で要介護1～5の認定を受け

　　　　ている人

　　　　※身体障害者手帳などを取得してい

　　　　　る人を除く

申　請　申請書に必要事項を記入・押印の上、  

　　　　直接介護福祉課へ

　　　　※申請書は介護福祉課で配布または、

　　　　　市ホームページからダウンロード

　　　　※所得税、市・県民税が非課税の人は

　　　　　申請不要

問合せ　介護福祉課☎（42)8444・（43)5600


